
船舶事故調査報告書 

令和７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年１月５日 １６時３８分頃 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市今治港 

今治港東防波堤灯台から真方位０１１°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０４.５′ 東経１３３°００.４′） 

事故の概要  漁船蛭子
え び す

丸は、東進中、また、プレジャーボート爆
ばく

釣
ちょう

丸は、南西

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年３月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 蛭子丸、４.５トン 

   ＥＨ３－４６８６８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 爆釣丸、５トン未満（長さ６.９３ｍ） 

   ２９３－３８６２４愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂 

Ｂ 右舷船首部外板に破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１７時１３分頃 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、底びき網漁の目的で、今治港の

係留場所を出航し、今治市比岐島周辺の漁場に向かった。 

船長Ａは、操舵室中央部の操縦席に腰を掛けて操船に当たってい

た。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ａ船は、約６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手

動操舵により今治港の第１防波堤を右舷側に見て航行した後、針路を

船長Ａ提供 

操舵室 



東方に向けた。 

船長Ａは、左舷船首方に南西進する小型漁船（以下「Ｃ船」とい

う。）とその後方を同航するＢ船を視認した際、Ｂ船がＡ船の存在に

気付いていて、いずれＢ船が今治港東防波堤灯台に近づいたら減速す

ると思い、Ｃ船とＢ船の間を通航することとした。 

船長Ａは、予想に反してＢ船が減速しないので、Ｂ船との衝突の危

険を感じ、急いで主機を後進としたが、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船

首部とが衝突した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、本事故当日

の０７時頃から釣り場を転々としながら今治市竜神
りゅうじん

島周辺で釣りを

行っていたが、全員が疲れを感じ始めたので、今治港の係留場所に帰

航することとした。 

船長Ｂは、２人の同乗者を前部甲板に、もう１人の同乗者を後部甲

板にそれぞれ腰を掛けさせて休ませ、自身も疲れていて、注意力が散

漫になっていると感じていたが、操縦区画で立って操船に当たった。

（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

船長Ｂは、Ｂ船が約１５knの速力で、手動操舵により南西進中、前

今治港 

Ａ船係留場所 

Ｂ船係留場所 

桟橋 

Ｂ船 

Ａ船 

Ｂ船の予定針路 

第１防波堤 

第２防波堤 

東防波堤 

船長Ｂ提供 

操縦区画 

風防 



面の風防越しに前を見ていたが、右舷船首方から接近してくるＡ船に

気付かないまま、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船をＡ船に寄せて船長Ａに謝罪し、Ｂ船の同乗者のけ

がの有無を確認した後、１１８番通報を行った。 

Ｂ船は、自力で航行して今治港の桟橋で同乗者３人を降ろした後、

マリーナに向かった。 

船長Ｂは、今治港東防波堤灯台を過ぎた辺りで左転するつもりで

あったので、変針方向に意識が向いていた。 

Ｂ船の操縦区画の前面の風防は汚れており、前方が見えにくかっ

た。 

Ｂ船の同乗者は、全員が下を向いていて、前方を見ていなかった。 

Ａ船及びＢ船には、汽笛がなく、携帯式エアホーンなどの音響信号

器具を備えていなかった。 

Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 Ａ船は、東進中、船長Ａが、予想に反してＢ船が減速しないので、

左舷船首方から接近してくるＢ船との衝突の危険を感じ、急いで主機

を後進運転としたものの、継続した見張りを行わなかったことから、

減速する時機が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、左舷船首方に南西進するＣ船とその後方を同航するＢ船

を視認した際、Ｂ船がＡ船の存在に気付いていて、いずれＢ船が今治

港東防波堤灯台に近づくと減速すると思ったことから、Ｃ船とＢ船の

間を通航することとして航行を続けたものと考えられる。 

Ｂ船は、南西進中、船長Ｂが、疲れから注意力が散漫になった状態

で、前面の風防越しに前を見ていたものの、適切な見張りを行ってい

なかったことから、右舷船首方から接近してくるＡ船に気付かず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船の風防が汚れていて前方が見えにくかったこと、及

び今治港東防波堤灯台を過ぎた辺りで左転するので、変針方向に意識

が向いていたことから、右舷船首方から接近してくるＡ船を見落とし

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東進中、Ｂ船が南西進中、船長Ａが、左舷船首方

にＢ船を視認した際、Ｂ船がＡ船の存在に気付いていたものの、いず

れＢ船が減速すると思い、継続した見張りを行わなかったため、減速

する時機が遅れ、また、船長Ｂが、変針方向に意識が向いていて、更

に疲れから注意力が散漫になった状態で、適切な見張りを行っていな

かったため、Ａ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、港内を航行中、見張りを適切に行い、他船と

の衝突のおそれがある場合は、早めに減速をする等衝突を回避す



る動作をとること。 

・小型船舶の船長は、疲れを感じている場合は操船を中止し、十分

に休息してから操船を再開すること。 

・小型船舶の船長は、目視による見張りが適切にできるよう風防な

どの汚れを取り除いておくこと。 

・小型船舶の船長は、汽笛を備える必要のない船舶であっても携帯

式エアホーンなどの音響信号器具を備え、注意喚起信号を行うこ

と。 

 


